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Ⅰ 法人の長によるメッセージ 

国立大学法人愛知教育大学は、明治 6（1873）年に愛知県養成学校として設立され、以来一貫して有為

な教員の養成を第一の目的とし、教育研究の充実を図って参りました。令和５（2023）年には一つの節

目となる創基 150 年を迎えます。 

明治の先人たちは、教育を新しい国づくりの礎と考え、近代的な学校制度を整えました。その後、大正、

昭和、平成、令和と時代は移り、世界は加速度的に変化し続けていますが、国づくりの根幹は、今も変わ

らず人づくりです。他方、新しい時代を切り拓くには、高邁な理想を共に抱く仲間、柔軟で斬新なアイデ

ィア、協働してやり遂げる強い意志が必要です。 

こうした考えの下、これまでに培ってきた教員養成の「知の拠点」としての役割を果たし続けるため、

そして本学の取組を未来へとつなぐために、「未来共創プラン」（愛知教育大学中長期ビジョン・目標・戦

略）を策定し、学長就任時にキャッチフレーズとして掲げた「子どもの声が聞こえるキャンパス」、「地域

から頼られる大学」の実現に向けて、取り組んでいるところです。 

一方、本学を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症及び急激な物価高、特に光熱水費においては

その費用が令和３（2021）年度のおよそ２倍に高騰し、大学活動を予算により制約するような事態は避

けられるよう努力はしていますが、これまで以上に厳しいものとなっています。 

このような状況においても、子どもたちを教育する活動はその歩みを止められるわけものなく、GIGA

スクール構想の実現やポストコロナへの対応など、学校現場においても新しい生活様式を実践する必要

があります。とりわけ教員養成をミッションに掲げている本学にあっては、あらゆる事柄に対応できる

質の高い教員を養成すべく、様々な工夫をして参ります。 

引き続き、皆様からのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                令和５年６月３０日 

国立大学法人愛知教育大学長 
         野田 敦敬  
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Ⅱ 基本情報 
１．国立大学法人等の長の理念や経営上の方針・戦略及びそれを達成するための計画等 

   本学には、国立大学法人法に基づき、文部科学大臣から認可された第４期中期計画と本学が独自

に策定した中長期ビジョン、目標・戦略である「未来共創プラン」があり、それらの関係は以下のと

おりである。 

 

創基 150 周年記念事業ロゴマーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

ロゴのコンセプトは「伝統と共創」である。本学だけでなく附属学校や地域の教育の未来が華やかに開

くよう、150 の「０（ゼロ）」は花の輪をイメージし、本学の創基となる 1873 年から共に伝統を紡いでき

た師範学校・附属学校園・学芸大学の校章を円環状に並べた。校章は頂点から右回りに師範学校と学芸大

学、左回りに附属学校園が古いものから順に並んでいる。同一校で校章や名称に変更があった場合にはひ

とまとめにして各創立年に合わせて並べた。また、「０（ゼロ）」の中心には、本学のシンボルマークの

中心にもある「カキツバタ」を配置した。 
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【未来共創プラン】 

［ビジョン］ 

「愛知教育大学は、子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」 

［３つの目標と９つの戦略］ 

愛知教育大学のビジョンの実現に向けて、重点的に取り組む道筋を３つの目標として掲げ、目標を達成する

ために具体的な行動の方針として９つの戦略を立てた。 

目標１ 

子どもや学生、社会との対話や協働を通して、現代的教育課題の解決に貢献し、より質の高

い教員及び教育支援専門職の養成を実現する。  

戦略１ 
子どもキャンパス 

プロジェクト 

大学及びその周辺地域を「学び」と「遊び」を一体化できるエリア

として、実践フィールドと実践プログラムを提供する。 

戦略２ 
教育のプラットフォーム

構築プロジェクト 

教育リソースデータバンクを設置し、教育現場の課題解決に貢

献する教育のプラットフォームを構築する。 

戦略３ 
教職の魅力共創 

プロジェクト 

よりよい教育の未来につながる教職の魅力を共に創り出し、発

信する。 

戦略４ 
グローバル化推進 

プロジェクト 

協定校を始めとする海外の教育機関との連携を密にして、グロ

ーバル化に対応したプログラムを学部と大学院で整備する。 

目標２ 

大学と附属学校園との連携強化を図ることで、より質の高い教員研修を実現する。 

戦略５ 
共創的探究活動指導力育

成プロジェクト 

附属学校園と教職大学院との連携を強化し、教育の実践的研

究拠点を構築する。 

戦略６ 
大学・附属学校園連携推

進プロジェクト 

教育委員会や教育現場との綿密な連携を通して、附属学校園

が今後の公立学校等のモデルとなる実証研究に取り組む。 

目標３ 

広域拠点型教員養成系大学としての意義と価値を高める。 

戦略７ 
教科横断探究 

プロジェクト 

教科等横断し、協働的に学び合う次世代型プログラムを開発す

るとともに、教育効果を客観的に検証する評価システムを構築

し、学生の資質向上や大学の授業改善につなげる。 

戦略８ IR・教職協働の推進 

IR 部門を活用して得られた学内外の客観的なデータに基づき、

戦略的な大学運営を行うとともに、教職員が協働して柔軟な組

織運営を行う。 

戦略９ 大学間ネットワークの構築 
国公私立大学と連携協定を締結して、教職大学院を核としたネ

ットワークを構築する。 

※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 

https://www.aichi-edu.ac.jp/cocreate/  
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【中期目標・中期計画】 

［第４期中期計画の概要（令和４年４月１日～令和 10 年３月 31 日）］ 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 社会との共創に関する目標を達成するための措置 

 No.１ スクールリーダー研修プログラムの開発・実施 

 No.２ 学校や地域での外国人児童生徒等への支援 

  No.３ 教職の魅力共創 

  No.４ 教育のプラットフォーム構築 

 
 No.５ 子どもキャンパス構想の実現 

 
 No.６ 次世代型教育を推進する教員の養成 

 
２ 教育に関する目標を達成するための措置 

  No.７ 入試改革 

  No.８ 専門的な知識修得と実践力の向上 

 
 No.９ 教育支援専門職に求められる職務実践力の高度化 

  No.10 研究遂行能力及び実践力を有する大学教員の育成 

  No.11 ＩＣＴ等を活用した教育課程の充実 

  No.12 学生の資質能力、職能成長へ取組む態度の育成 

  No.13 教職課程でめざす教員像に向けた体制構築 

  No.14 教員就職へ向けた学びの充実度や自信度の向上 

  No.15 グローバル化に起因する諸課題への対応  

 
 No.16 国際理解教育の先導的役割を担う教員の養成 

  No.17 修学上支援を必要とする学生の教育の充実 

 
３ 研究に関する目標を達成するための措置 

 No.18 大学の設置目的に合致した優れた研究等への支援 
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４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項に関する目標を達成するための措置 

 No.19 国際学術交流協定締結校と教育・研究面で交流できる環境の整備 

  No.20 大学と附属学校園による先導的な教育モデルの開発 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  No.21 経営協議会における評価制度を活用した法人経営の改善 

  No.22 研究の促進に向けた施設マネジメントの推進 

  No.23 次世代（ニューノーマル）に対応した施設整備等の実施 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  No.24 学生の修学支援及び学習環境の整備等 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る 

情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  No.25 自己点検・評価の実施・改善、及びその公表 

  No.26 可視化したデータ等に基づくステークホルダーとの対話 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  No.27 Society5.0 の実現を見据えた DX の推進 

 

※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/corporative/hyoka.html#4 
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２．沿革 

愛知教育大学の淵源は、日本の近代学校の発足と期を一にして、明治６（1873）年に開校した愛知県養

成学校に始まる。第二次大戦後の学制改革の中で、昭和 24（1949）年５月に愛知第一師範学校、愛知第

二師範学校および愛知青年師範学校を統合し、新制国立大学の一つとして「有為な教員を養成」すること

を目的に、学芸学部１学部からなる愛知学芸大学が発足。昭和 41（1966）年には、愛知教育大学および

教育学部に名称を変更し、昭和 62（1987）年には、教員養成課程の定員の一部（約 40%）を移し、総合科

学課程を設置した。平成 16（2004）年、国立大学法人法施行に伴い、国立大学法人愛知教育大学を設立

し、現在に至ります。愛知教育大学は、教員養成を行う学校教員養成課程と教育支援専門職養成課程から

なる教育学部に加え、大学院では専門職学位課程（教職大学院の課程）、修士課程および後期３年博士課

程を含む教育学研究科を有している。 

 
３．設立に係る根拠法 

 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号） 
 
４．主務大臣（主務省所管局課） 

 文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 
 
５．組織図（5/1 現在） 
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６．所在地 

刈谷地区［本部］   愛知県刈谷市井ケ谷町 
名古屋地区      愛知県名古屋市東区 
岡崎（六区）地区   愛知県岡崎市六供町 
岡崎（明大寺）地区  愛知県岡崎市明大寺町 

 
７．資本金の額 

43,693,912,609 円（全額政府出資） 

 

８．学生の状況 

総学生数 6,664 人 

大学学生数 3,993 人 

学士課程 3,714 人 

修士課程 75 人 

博士課程 21 人 

専門職学位課程 150 人 

特別支援教育特別専攻科 33 人 

  

附属学校園児・児童・生徒数 2,671 人 

  
９．教職員の状況 

大学教員 401 人（うち常勤 203 人、非常勤 198 人） 

附属学校教員 242 人（うち常勤 186 人、非常勤 56 人） 

職員 315 人（うち常勤 151 人、非常勤 164 人） 

 

（常勤教職員の状況） 

 常勤教職員は前年度比で 6人（1.1％）増加しており、平均年齢は４５歳（前年度４０歳）とな

っている。このうち、国からの出向者は３人、地方公共団体からの出向者１８３人、民間からの出

向者２人である。 
 
１０．ガバナンスの状況 

（１）ガバナンスの体制 

本学では、業務方法書に基づき、内部統制規程において、内部統制に関する基本事項を定めて、法

人における業務の有効性及び効率性の向上、法令等の遵守の促進、資産の保全並びに財務報告等の信

頼性を確保するため、同規程において、「内部統制システム」を構築している。また、同規程第３条

第１項で、「法人に内部統制委員会を置き、役員会をもって充てる」と規定し、また第２項では当委

員会は、「内部統制の整備及び運用に関する定期的な状況報告に基づき、必要な改善策を検討する」

と規定している。この規程に則り、内部統制の実効性を高め、法人経営の見直しに活かす体制を構築

している。 
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なお、「業務方法書」及び「内部統制システム」はホームページ中の「大学紹介/法人概要」ページ

で公表している。 

  ※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 
   https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/corporative/control.html 
 

 

 

（２）法人の意思決定体制 

本学における意思決定は、国立大学法人法第 11 条の規定に基づき「役員会」を置き、学長の決定

に先立ち、法人の重要事項について審議している。また、国立大学法人法第 20 条の規定に基づき、

経営に関する重要事項を審議する機関として「経営協議会」、同法 21 条の規定に基づき、教育研究

に関する重要事項を審議する機関として「教育研究評議会」を置き、双方とも学長が主宰し、権限と

責任を明確化して法人経営を可能とする組織体制を構築している。また、自主的・自律的・戦略的な

法人経営を実現するためには、学長のリーダーシップの下、迅速・的確な意思決定に基づいた執行体

制の構築が必要であるため IR 室を設置し、IR 室設置要項第３条第２号では、「大学運営の意思決定、

推進、改善に資するデータ及び情報の分析に関すること。」を IR 機能の一つとして定めている。 
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１１．役員の状況 

役職 氏名 任期 経歴 

学長 

 

 

 

野田 敦敬 

 

令和 2年 4月 1 日 

～令和 6 年 3月 31 日 

 

 

平成 26 年 4 月～平成 31 年 3 月 

 愛知教育大学副学長 

平成 31 年 4 月～令和 2年 3 月 

 愛知教育大学理事 

 

理事 

（研究・人事担当） 

 

 

岩山 勉 

 

 

 

 

令和4年 4 月 1 日 

～令和 6 年 3月 31 日 

平成 25 年 4 月～令和 2年 3 月 

 愛知教育大学科学・ものづくり教育推進センタ

ー長 

平成 27 年 4 月～令和 2年 3 月 

 愛知教育大学副学長 

令和 2年 4月～令和 4 年 3月 

 愛知教育大学理事（研究・人事担当） 

 

理事 

（教育・学生担当） 

野地 恒有 

 

 

令和4年 4 月 1 日 

～令和 6 年 3月 31 日 

平成 30 年 4 月～令和 2年 3 月 

 愛知教育大学学系長 

令和 2年 4月～令和 4 年 3月 

 愛知教育大学理事（教育・学生担当） 

 

理事 

（連携・附属学校担

当） 

杉浦 慶一郎 

 

 

令和4年 4 月 1 日 

～令和 6 年 3月 31 日 

平成 29 年 4 月～令和 2年 3 月 

愛知県総合教育センター 研究指導主事 

令和2年 4 月～令和 4年 3月 

 愛知教育大学理事（連携・附属学校担当） 

 

理事 

（総務･財務担当） 

 

 

 

新津 勝二 令和5年 4月 1日 

～令和6年 3月 31日 

 

平成 24 年 4 月～平成 27 年 3 月 

 筑波大学東京キャンパス事務部長 

平成 27 年 4 月～平成 29 年 3 月 

 文部科学省生涯学習政策局教育課情報教育振

興室長 

平成 29 年 4 月～平成 31 年 3 月 

 九州大学総務部長 

平成 31 年 4 月～令和 3年 3 月 

 大阪教育大学理事・事務局長 

令和 3年 4月～令和 5 年 3月 

愛知教育大学理事（総務･財務担当） 
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理事 

（大学経営担当） 

（非常勤） 

 

 

東 幸雄 令 5年 4月 1日 

～令和6年 3月 31日 

 

平成 15 年 3 月～平成 20 年 4 月 

トヨタ自動車株式会社米国法人 

（カリフォルニア）社長 

平成 20 年 6 月～平成 21 年 5 月 

中央精機株式会社副社長 

平成 21 年 6 月～平成 26 年 5 月 

中央精機株式会社代表取締役社長 

平成 26 年 6 月～平成 28 年 3 月 

中央精機株式会社顧問（非常勤） 

平成 28 年 4 月～令和 2年 8 月 

愛知教育大学監事（非常勤） 

 

監事 

（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

中川 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年 9月 1日 

～令和 6 年 8月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 2 月～平成 26 年 1 月 

 トヨタ自動車株式会社インド法人社長 

平成 26 年 6 月～令和元年 6 月 

 中央精機株式会社代表取締役社長 

令和 2年 1月～令和 2 年 11 月 

 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点 

サブマネージャー 

令和 2年 12 月～ 

 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点 

マネージャー 

 

監事 

（非常勤） 

 

 

岡田 千絵 

 

 

 

令和2年 9月 1日 

～令和 6 年 8月 31 日 

 

 

平成 18 年 4 月～平成 20 年 3 月 

 名古屋簡易裁判所・民間調停官 非常勤裁判官 

平成 20 年 4 月～ 

 鹿倉法律事務所 弁護士 

 

 

（２）会計監査人の氏名又は名称 

  有限責任 あずさ監査法人 
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Ⅲ 財務諸表の概要  

１ ．国立大学法人等の長による財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の分析 
（１）貸借対照表（財政状態） 

① 貸借対照表の要約の経年比較（５年）                 （単位：百万円） 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度  

 資産合計 49,871 51,233 52,388 52,864 52,881 

 負債合計 6,789 7,788 8,283 7,360 3,446 (注) 

 純資産合計 43,081 43,444 44,105 45,504 49,434 (注) 

（注）資産見返負債の会計処理の廃止に伴い、令和 3 年度末の資産見返負債 4,135 百万円のう

ち 4,057 百万円を令和 4 年度期首に収益化し、臨時利益の資産見返負債戻入へ計上したた

め、負債合計が前年度より 3,913 百万円減少し、純資産合計が 3,930 百万円増加している。 
 
② 当事業年度の状況に関する分析                  （単位：百万円）  

資産の部 金額 負債の部 金額 

 固定資産 

 有形固定資産 

  土地 

    減損損失累計額 

  建物 

  減価償却累計額等 

  構築物 

  減価償却累計額等 

  工具器具備品 

  減価償却累計額等 

  図書 

   車両運搬具 

    減価償却累計額等 

  その他の有形固定資産 

  その他の固定資産 

 流動資産 

  現金及び預金 

  未収入金 

   その他の流動資産 

49,717 

49,595 

36,950 

△27 

18,237 

△8,860 

2,186 

△1,280 

1,648 

△1,372 

2,079 

34 

△30 

30 

122 

3,163 

2,014 

1,113 

35 

固定負債 

 長期繰延補助金等 

 資産除去債務 

  その他の固定負債 

 流動負債 

  運営費交付金債務 

預り施設費 

 預り補助金等 

 寄附金債務 

 未払金 

 その他の流動負債 

 

524 

55 

356 

112 

2,922 

73 

632 

445 

193 

1,240 

337 

 負債合計 3,446 

純資産の部 金額 

 資本金 

 政府出資金 

 資本剰余金 

 利益剰余金 

 

43,693 

43,693 

1,075 

4,665 

 純資産合計 49,434 

 資産合計 52,881  負債純資産合計 52,881 

※百万円単位未満を切り捨てているため、合計額が一致しない場合がある。 

（以下の表も同様） 

  



- 14 - 
 

（資産合計） 

令和４年度末現在の資産合計は前年度比 17 百万円（0.0％）（以下、特に断らない限り前年度比・合計）

増の 52,881 百万円となっている。 
主な増加理由としては、音楽棟の施設改修工事等により建物が 371 百万円（2.1%）増の 18,237 百万

円、同じく構築物が 40 百万円（1.9%）増の 2,186 百万円となったことなどが挙げられる。 
主な減少要因としては、ソフトウエアが減価償却等により 41 百万円（25.8%）減の 120 百万円となっ

たことが挙げられる。 
 

（負債合計） 

令和４年度末現在の負債合計は前年度比 3,913 百万円（53.2%）減の 3,446 百万円となっている。 
主な増加要因としては、運営費交付金債務が未使用額の増により 73 百万円（皆増）増となったこと、

補助金の採択決定により、預り補助金等が 440 百万円（86.8 倍）増の 445 百万円になったこと、寄附金

の受け入れ額の増加により、寄附金債務が 38 百万円（24.6％）増の 193 百万円になったことなどが挙げ

られる。 
主な減少要因としては、資産見返負債が 4,135 百万円（皆減）減となったこと、未払金が 273 百万円

（18.0%）減の 1,240 百万円になったことが挙げられる。 
 

（純資産合計） 

令和４年度末現在の純資産合計は 3,930 百万円（8.6％）増の 49,434 百万円となっている。 
主な増加要因としては、資産見返負債戻入4,057百万円を計上したことにより、当期未処分利益が4,270

百万円となったことなどが挙げられる。 
主な減少要因としては、減価償却相当累計額（－）が減価償却等により 543 百万円（6.5%）減の-8,954

百万円になったことなどが挙げられる。 
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（２）損益計算書（運営状況）（http://www.aichi-edu.ac.jp/intro/release/zaimu.html） 

① 損益計算書の要約の経年比較（５年）               （単位：百万円） 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度  

 経常費用 7,648 8,044 8,038 8,712 7,778（注 1） 

 経常収益 7,929 8,177 8,205 8,493 7,862  

 当期総利益 280 193 272 341 4,270（注 2） 

（注 1）建物改修及び設備整備等に関連する支出が前年度に比べ減少したことにより、経常費

用が 933 百万円減少している。 
（注 2）資産見返負債の会計処理の廃止に伴い、令和３年度末の資産見返負債 4,135 百万円の

うち 4,057 百万円を令和４年度期首に収益化し、臨時利益の資産見返負債戻入へ計上したた

め、当期総利益が 3,929 百万円増加している。 
 
② 当事業年度の状況に関する分析                  （単位：百万円） 

 金額 

 経常費用（A） 7,778 

   業務費 

   教育経費 

   研究経費 

    教育研究支援経費 

     受託研究費 

     受託事業費等 

  人件費 

 一般管理費 

 財務費用 

7,356 

1,316 

150 

87 

1 

16 

5,783 

419 

2 

 経常収益（B） 7,862 

 

  運営費交付金収益 

 学生納付金収益 

 施設費収益 

 その他の収益 

 

4,722 

2,509 

247 

383 

 臨時損益（C） 4,046 

 前中期目標期間繰越積立金取崩額（D） 140 

 当期総利益（B-A+C+D） 4,270 

 
（経常費用） 

令和４年度の経常費用は前年度比 933 百万円（10.7％）減の 7,778 百万円となっている。 
主な増加要因としては、人件費が 169 百万円（3.0％）増の 5,783 百万円となったことが挙げられる。 
主な減少要因としては、建物改修及び設備整備等に関連する支出が前年度に比べ減少したことにより、

教育経費が 1,020 百万円（43.7%）減の 1,316 百万円となったこと、同じく研究経費が 26 百万円（15.0%）

減の 150 百万円となったことなどが挙げられる。 
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（経常収益） 

令和４年度の経常収益は 631 百万円（7.4％）減の 7,862 百万円となっている。 
主な増加要因としては、寄附金収益が寄附受入れの増加に伴い 11 百万円（18.5％）増の 72 百万円と

なったことが挙げられる。 
主な減少要因としては、施設費収益が執行額の減少により 426 百万円（63.3％）減の 247 百万円とな

ったこと、同じく執行額の減少により補助金等収益が 19 百万円（10.5％）減の 162 百万円となったこと

などが挙げられる。 
 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損 7 百万円、アスベスト除去費用 5 百万円、臨

時利益として資産見返負債戻入 4,057 百万円、前中期目標期間繰越積立金を使用したことによる前中期

目標期間繰越積立金取崩額 140 百万円を計上した結果、令和４年度の当期総利益は 3,929 百万円（12.5
倍）増の 4,270 百万円となっている。 
 
（３）キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フローの状況） 

① キャッシュ・フロー計算書の要約の経年比較（５年）        （単位：百万円） 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 業務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 475 643 △227 △661 269

 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 59 186 20 701 △154

 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △16 △110 △129 △130 △130

 
② 当事業年度の状況に関する分析                  （単位：百万円） 

 金額 

 Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 269 

    原材料、商品又はサービスの購入による支出 

    人件費支出 

  その他の業務支出 

  運営費交付金収入 

  学生納付金収入 

  その他の業務収入 

△1,342 

△5,610 

△1,171 

4,796 

2,323 

1,274 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー（B） △154 

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー（C） △130 

 Ⅳ 資金に係る換算差額（D） － 

 Ⅴ 資金増加額（E=A+B+C+D） △15 

 Ⅵ 資金期首残高（F） 2,029 

 Ⅶ 資金期末残高（G=F+E） 2,014 
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（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和４年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 269 百万円（前年度は△661 百万円）となってい

る。 
主な増加要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が 843 百万円（38.6％）減の△1,342

百万円となったこと、その他の業務収入が 402 百万円（46.2％）増の 1,274 百万円となったことなどが

挙げられる。 
また、主な減少要因としては、その他の業務支出が 392 百万円（50.5%）増の△1,171 百万円となった

こと、補助金等収入が 74 百万円（33.0％）減の 151 百万円となったことが挙げられる。 
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

令和４年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△154 百万円（前年度は 701 百万円）となってい

る。 
主な増加要因としては、固定資産の取得による支出が 558 百万円（41.4％）減の△792 百万円となった

ことが挙げられる。 
主な減少要因としては、施設費による収入が 1,468 百万円（69.5%）減の 644 百万円になったことが挙

げられる。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和４年度の財務活動によるキャッシュ・フローは 0 百万円（0.1%）減の△130 百万円となっている。 
主な減少要因としては、リース債務の返済による支出が 1 百万円（0.9%）減の△118 百万円になった

ことなどが挙げられる。 
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（４）主なセグメントの状況 
① 附属病院セグメント 

  該当なし 

 

② 附属学校セグメント 

附属学校セグメントは、附属幼稚園、附属名古屋小学校、附属岡崎小学校、附属名古屋中学校、附

属岡崎中学校、附属高等学校、附属特別支援学校により構成され、教育基本法（平成 18 年法律第 120
号）及び学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）その他関係法令に規定する教育又は保育を施すとと

もに、大学と協力して、以下の任務を行うことを目的としている。 
・幼児、児童及び生徒の教育に関する研究を行うこと 
・学生の教育実地研究の実施 
・研究成果を広く教育界の参考に供すること 
・教員の現職教育に資すること 

令和４年度には、第４期中期計画（No.20）において、学部・研究科等と連携し、実践的な実習・

研修の場を提供するとともに、全国あるいは地域における先導的な教育モデルを開発し、その成果を

展開することで学校教育の水準の向上を目指すために、教育委員会や教育現場等との綿密な連携を

図り、大学と附属学校園が地域の先導的な教育モデルとなる実証研究に取り組み、その成果を研究

会・研修会において還元する等の事業を行った。 
各学校の主な取組は以下のとおりで、順調に進捗している。 

 
附属幼稚園 

○ 令和２年度より研究テーマを『「あれ？」「そうだ！やってみよう」～学びがつながる園生活～』と設

定し、幼児が「あれ？」と心を動かしたことに「そうだ！やってみよう」と考えたり試したりしている

思考のポイントはどこかを捉え、考える過程を探る研究を進めてきた。 
この研究の３年次に当たる令和４年度は、附属小学校生活科授業の参観・分析、研究紀要の発刊とい

う取り組みをし、11 月２日に「令和４年度公開保育・保育を語る会」を開催したところ、共同研究者

として大学の幼児教育講座教員６名が参加した他、現職の幼稚園教諭・保育園等の保育者 167 名や教

育委員会関係者 32 名が参加し、実際の保育や保育環境を見ることで、すぐに保育等に生かせる内容や

学びができた、小学校との学びのつながりが分かりやすかった等という反響があった。 
 
※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 
http://www.k.aichi-edu.ac.jp/ 

 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 

附属名古屋小学校 

○ 平成 30 年度に研究手法を見直し、仮説検証型の理論構築に捉われるのではなく、よりよい授業づく

りを積み重ねる実践研究に重点を置き、大学の共同研究者と連携して理論的な価値付けを行うことを

目指して研究を推進してきた。 
令和４年度は、「わくわく つながる 授業デザイン」をテーマに授業実践を積み重ねた。令和４年

11 月の秋の公開授業では対面参観とオンライン配信を組み合わせ、多くの方に授業を参観していただ

いた。その成果を「和衷協同 vol.5」にまとめ、令和５年５月 30 日には、実践研究発表会を行い、研

究成果を広く伝える予定である。 
 
※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 

http://www.np.aichi-edu.ac.jp/ 
 
 
 
 
 

 
附属岡崎小学校 

○ 平成 30 年度に研究主題を「豊かに生きる」と設定し、問題解決学習を通して得た学びを、生活に生

きてはたらく確かな力にしていこうとする子どもを求めてきた。子どもたちが追究を深めるなかで、自

らの学びを振り返りながら、各教科・領域ごとに整理した「教科・領域特有の資質・能力」と、人間性

など内面にかかわる「非認知的能力」の高まりを自覚するための教師支援のあり方を考えてきた。 

  令和４年度は、追究を見直す場面から核心に迫る場面における二つの資質・能力の影響に着目し、非

認知的能力の視点から自己にかかわる意識や他者とかかわる意識を促す教師支援を講じることで、教

科・領域特有の資質・能力を高め、人間的成長など個の育ちにつながることがわかった。11 月 17、18

日に「第 73 回生活教育研究協議会」を開催したところ、三河地区を中心に現職の小・中学校教諭 400

名程、教育委員会関係者 60 名程が参加し、大学からは共同研究者として 10 名の教員の他、教職大学

院と各教育講座の学生合わせて 100 名を超す参加があった。 

 

※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 

https://www.op.aichi-edu.ac.jp/ 
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附属名古屋中学校 

○ 令和４年度より研究テーマを「深い学びをデザインする授業づくり～主体性を発揮させることを通

して～」と設定し、学習において単に生徒が興味の湧く課題を教師が提示するということのみではな

く、一人一人の生徒が自ら学びの機会を設定できる場面を教師が設定し、文脈に沿った深い学びを各教

科で達成させることをねらいとし、研究を進めている。 

新研究立ち上げの令和４年度は、３年間を見通した深い学びと目指す生徒像の設定や、各教科におけ

る主体性を発揮させるための手だてを定義した。そして、９月 22 日に「第６５回教育研究発表会」を

開催したところ、共同研究者として大学より各教科教育講座教員 10名が参加した他、現職の小中高校

教諭や教育委員会関係者、大学生より 379 名の参加があった（内、83名はオンライン）。３年ぶりの対

面による開催で、教師と生徒たちの熱のあるやりとりが見られて刺激になったという声とともに、これ

からの授業の在り方について興味深い提案がされているという評価をいただいた。 

※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 
https://www.nj.aichi-edu.ac.jp/ 

 
 
 
附属岡崎中学校 

〇 未知の状況においても、既成概念にとらわれず、果敢に挑戦する人間を育てたいと考え、令和３年度

に研究主題を「躍動」と設定した。挑戦するためには、志が必要だと考え、目ざす子どもの姿を「志を

もって歩み続ける子ども」とし、学びを行動につなげる方法について研究を進めている。  

令和４年度には、目ざす子どもの姿に迫るために必要な資質・能力と、それらを育むためのてだてを

模索し、授業実践を重ねた。９月 27日に、「第 51回生活教育研究協議会」を開催したところ、共同研

究者として、大学の教員 12 名の参加の他、県内外から 300 名を超える現職の教員や教育委員会関係者

の参加があった。参加者からは、「今後の授業の参考にしたい」「自他を見つめる中で、子どもが志を生

み出す姿が伝わった」など、高い評価をいただいた。 

10 月以降は、実践の反省から、目ざす子どもの姿に迫るためには「自己考察」と「他者考察」を学

習の中で繰り返す必要があるとして、研究総論を更新した。そして、各教科でてだてを考え、実践を繰

り返した。 

※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 
https://www.oj.aichi-edu.ac.jp 
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附属高等学校 

〇 平成 30 年度に全教室にプロジェクターを常設し Wi-Fi 環境を充実させ、令和４年度入学生から iPad 
を全員購入とした。１人１台端末環境を整え ICT 教育を積極的に推進して、ICT 機器の発展的使用の

可能性について研究を進めている。 
令和４年度より探究力の向上を目指した探究活動として、大学と連携して 10 人から 20 人くらいの

グループに分かれた附属高校生ゼミナール（「附高ゼミ」）を実施している。この「附高ゼミ」は、高校

教員がファシリテーターとしてゼミの中心となり、大学教員をアドバイザー、大学院生と大学生をサポ

ーターとして配置し、生徒の探究活動を手厚く支援する活動である。本校の探究活動は、愛知教育大学

「未来共創プラン」の一つを担う「探究活動指導力育成プログラム」（カテゴリー5）の一部であり、本

校生徒だけでなく、大学の学生や他校の教育活動にも好影響を与える可能性を持っている。また、「附

高ゼミ」は、三菱みらい育成財団の助成事業としても採択されており、教育界に幅広く情報を発信して

いく予定である。 
※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 

http://www.auehs.aichi-edu.ac.jp/ 

                       
       
附属特別支援学校 

○ 令和２年度に研究主題を「学びを生活に生かす子どもの姿を求めて」と設定し、本校のすべての子ど

もたちが、授業を通して学習指導要領で示されている育成すべき資質・能力を身につけ、生活に生かし

てほしいと願い、５年研究を進めている。 
  令和４年度は、11 月 11 日に「第 53 回特別支援教育研究協議会」を開催し、大学の特別支援教育講

座教員３名、本校ＯＢで現職の教諭３名を助言者としてお招きした。３年振りに参加者の制限を設けず

実施した本会に、県内外から多くの教諭に参観していただき、本校の取り組みを子どもの姿で発信する

ことができた。 

※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 
https://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/ 
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２．目的積立金の申請状況及び使用内訳等  

当期総利益 4,270 百万円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究の質の向上及び業

務運営の改善業務に充てるため、321 百万円を目的積立金として申請している。 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 140 百万円は、中期計画の積立金の使途において定めた（井ヶ谷）

音楽棟改修整備事業に係る施設整備費、移転費の一部業務に充てるため、文部科学大臣から承認を受け

た 104 百万円のうち 63 百万円について取り崩したもの、及び中期計画の積立金の使途において定めた愛

知教育大学インフラ長寿命化計画に基づく施設設備整備費の一部業務に充てるため、文部科学大臣から

承認を受けた 241 百万円のうち 15 百万円について取り崩したもの、及び退職手当に充てるため文部科学

大臣から承認を受けた 61 百万円を取り崩したものである。 
 
３．重要な施設等の整備等の状況  

（１）当事業年度中に完成した主要施設等 

 （井ヶ谷）音楽棟改修整備事業     （取得総額 463 百万円） 
（井ヶ谷）ライフライン再生（ガス設備）（取得総額 158 百万円） 
営繕事業                             （取得総額  22 百万円） 
 

（２）当事業年度中において継続中の主要施設等の新設・拡充 

 該当なし 
 

（３）当事業年度中に処分した主要施設等 

 該当なし 
 
（４）当事業年度中において担保に供した施設等 

 該当なし 
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４．予算と決算との対比 
                      （単位：百万円） 

詳細については決算報告書を参照 
（差額理由）  

※1 予定していなかった交付等があったため。 
※2 授業料及び入学料収入として見込んでいた金額が見込みよりも多かったため。 
※3 寄附金の獲得に努めたことにより、予算額に比して決算額が多くなったため。 
※4 一部事業が翌年度に繰越となったため。 

 
 
 
 
 
 

  

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 8,132 8,349 9,326 9,409 9,423 10,678 10,102 10,123 8,002 9,406  

 運営費交付金収入 

 補助金等収入 

 学生納付金収入 

 その他収入 

4,914 

559 

2,410 

249 

4,967 

590 

2,423 

369 

5,323 

1,417 

2,347 

239 

5,387 

1,294 

2,392 

336 

4,658 

1,827 

2,471 

467 

4,860 

3,130 

2,344 

344 

4,705 

2,187 

2,446 

764 

4,900 

1,965 

2,319 

940 

4,735 

760 

2,391 

116 

4,796 

1,862 

2,435 

313 

※1 

※1 

※2 

※3 

支出 8,132 7,749 9,326 9,041 9,423 9,136 10,102 10,165 8,002 7,894  

 教育研究経費 

 その他支出 

7,421 

711 

6,912 

837 

7,773 

1,553 

7,608 

1,433 

7,468 

1,955 

7,032 

2,104 

7,789 

2,313 

7,851 

2,314 

7,231 

771 

7,124 

770 

※4 

収入－支出 0 600 0 368 0 1,542 0 △42 0 1,512  
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Ⅳ 事業に関する説明 

１．財源の状況  

 本学の経常収益は 7,862 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 4,722 百万円（60.1％（対経常収益

比、以下同じ。））、授業料収益 2,148 百万円（27.3％）、その他 991 百万円（12.6％）となっている。 
 

２．事業の状況及び成果 

（１）教育に関する事項 

近年、ＧＩＧＡスクール構想に基づく１人１台端末とクラウド環境の日常的な活用により、多くの

学校で児童生徒一人一人の個別最適な学びと、協働的な学びの一体的な充実が図られている。その一

方で、教育におけるＩＣＴ活用に否定的な意見を持つ教育関係者も少なくない。予測不能な社会の変

化に対応するためには、教育の世界においても、その「本質」を維持しつつ、「変化」を積極的に取

り入れていくことも重要で、教員養成の段階においてもその改革を一層推進しなければならない。 

このような状況の中で本学は、第４期中期計画（令和４年度から令和９年度）の（No.11）におい

て、将来教員となることを目指している学生の情報活用能力とＩＣＴ活用指導力の向上を掲げて取

り組んでいる。 

その一環として、デジタル教科書・教材・授業支援ソフトなど教育の情報化に関する体験型研修会

等を開催することにより、教職員及び学生の情報活用能力とＩＣＴ活用指導力の向上を図っている。 

主な活動内容は以下のとおりである。 

【産学官連携で親子プログラミング教室を開催】 

   本学と連携協定を締結している丸善雄松堂株式会社およびテクノホライゾン株式会社エルモカン

パニーが連携して、T-FACE（豊田市駅西口）において、「親子プログラミング教室」を令和４年度に

３回開催した。産学官連携事業として、はじめて企画されたものであったが、小学校でプログラミン

グ教育が必修化されて３年目でもあり、「段取り力」の重要性と親子で一緒にプログラミング教育を

楽しむことの有効性が実証された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会場全体の様子 プログラム操作の説明 
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【指導者用・学習者用デジタル教科書研修会】 

   音楽教育講座の新山王政和教授により、小学校２年生のデジタル教科書を使った授業実践が行わ

れた。自動演奏機能には、教員がピアノから離れて指導できる利点があることや、音楽が苦手で鍵盤

や音符が読めない児童生徒にとっては、デジタルソースを活用することで臨機応変に指導できると

の説明があった。 

また、メトロノーム機能を活用するとテンポに 

よって雰囲気が変わる体験や譜面にペンツールで 

色分けをして視覚的に旋律を指導する方法についての 

紹介もあり、「デジタル教科書は目の前で音が出て 

くるのでとても便利である上、メタ認知という客観的 

に自分を見ることが大事になる音楽においては、 

とても有効」との話があった。 

【Google Workspace for Education 体験型勉強会】 

   ＧＩＧＡスクール構想の前倒しによって整備された 1 人１台端末の環境下において、全国の学校

で先進的な授業実践が行われているが、そのなかでも、教育機関に対して無料で公開されている授業

支援ソフト「Google Workspace for Education」は、国内で約６割の公立小中学校で活用されてい

る。勉強会では、実際に学校の授業などで授業支援ソフトを活用している先生方を講師に迎えて実践

例を学ぶとともに、参加者自らが体験することにより、「新たな学び」、「新たな学校のかたち」につ

いて考える機会となった。 

【附属学校の授業を全国へ配信、附属名古屋中学校にスタジオ教室を整備】 

   附属学校における情報化を推進するため、学長の裁量で執行することのできる経費を使って附属

名古屋中学校にスタジオ教室を整備した。教員が機器を駆使して調整した映像と音声がインターネ

ットで配信され、生徒は大画面ディスプレイや端末間でアイディアを共有し、教員が与えるヒントに

より、表情を変えて仲間と議論を深めることができる。 

また、全国に双方向で配信することができるため、オンライン授業や教育実習をはじめ、教育研究

発表会における授業公開や研修、教職大学の授業実践などへの活用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
授業実践を行う新山王政和教 

  
スタジオ教室の全景 装置の説明を見学する野田学長(左)、新津理事(中) 
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【大阪教育大学と「ＩＣＴ活用支援活動」に関する意見交換会を開催】 

   本学教職キャリアセンターＩＣＴ活用等普及推進統括部門の「こらぼ」を担当する教職員および

学生ＩＣＴ支援員と、大阪教育大学情報基盤センターの「ＩＣＴ教育支援ルーム」を運営する担当教

員と所属学生が、大学におけるＩＣＴ活用支援組織の運営と課題について意見交換を行った。 

  両大学におけるＩＣＴ活用支援活動の情報を共有しつつ、連携を継続してＩＣＴ活用の充実を図

ることが期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究に関する事項 

  ① 組織整備 

本学における教育専門職の養成に関する教育の発展充実、及び教員養成大学教員の資質能力向

上に資する研究・開発を行うことを目的として、令和４年４月に教育研究創成センターを設置し

た。 

「実践教育研究部門」では、教育実習、体験活動及び教職大学院の実習等、実践に係る研究・開

発を行い、「FD 開発部門」では、教員養成大学の教員に求められる能力の分析、これに基づく全学

的なＦＤを企画、実施した。 

  ② 大学の設置目的に合致した研究へ予算配分する仕組みの整備 

本学では、広域拠点型教員養成大学であることを鑑み、より良い学校教育の実現に寄与するた

め、学校現場・地域等をフィールドとし、基礎研究のみならず現代的な課題や地域固有の課題に

関する実践的・実証的研究を積極的に進め、教育改革につながる研究成果の学校現場等への還元

を目指している。 

これまで学長の裁量により執行することができる経費を財源にして、学内に研究計画を公募し

て、採択された教員へ予算を配分してきたが、前述の目標を達成するために、第４期中期目標期

間（令和４年度から令和９年度）からは、外部有識者による評価結果を予算配分に反映させる仕

組みを導入するとともに、科学研究費助成事業への申請を大学としてサポートする体制を強化し

ている。 

 

（３）医療に関する事項 

   該当なし 

  

  

意見交換する両大学の参加者 
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（４）社会貢献に関する事項 

本学では、令和３年３月にビジョン、目標・戦略として「未来共創プラン」を策定し、３つの目標

と９つの戦略を掲げ、子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創

ることとしている。 

特に【戦略１】「子どもキャンパスプロジェクト」では、大学およびその周辺地域を「学び」と「遊

び」を一体化できるエリアとして、実践フィールドと実践プログラムを提供することで、「子どもの

声が聞こえるキャンパス」「地域から頼られる大学」を目指している。 

①「学び」と「遊び」が一体化したエリアへの転換 

②学生・教職員・地域の協働で多様な興味関心を広げる機会を増加 

③遠足や校外学習等の新たな目的地としての提案 

④大学に自生している竹を活用したアクティビティーの創出と関連した体験的な教科学習 

⑤大学のリソースの再発見と有効活用、課題解決の推進 

主な活動内容は以下のとおりである。 

【子どもたちが、遠足や校外学習でキャンパスへ！】 

東栄町立東栄小学校の生徒 57人(引率教員 7人)、西尾市立佐久島しおさい学校の生徒 13人(引率

教員 4 人)の計 70 人が本学を訪問した。奥三河の山に囲まれた東栄小学校と、三河湾に浮かぶ佐久

島しおさい学校の子どもたちが交流するこのイベントは「ようこそ！山と海の子どもたち」と名付け

て開催した。 

   野田敦敬学長に見守られながら講堂前で両校が合流し、対面セレモニーであいさつを交わした後、

「体つくり運動」と「ダンス」の 2つのコースに分かれ、学生との交流を楽しんだ。両校の子どもた

ちと本学学生が混ざって笑いながら楽しむ様子は、見守っている周りの教職員も笑顔にさせてくれ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あつまれ！子どもキャンパス in 愛知教育大学】 

   本イベントには、小学生 282 人と大学・本学附属高等学校 264 人などから計 557 人が参加し、教

職員や学生・生徒が作成した「電動車椅子サッカーを体験してみよう！」など 23 のプログラムを設

けて開催した。 

  

 
両校がそろって対面セレモニー！ フラフープを使った体つくり運動の様子 



- 28 - 
 

【馬とのふれあい体験会】 

   馬術部が「馬とのふれあい体験会～愛教の馬に会いに行こう！～」を開催し、16 組の親子が「乗

馬グループ」と「プラ板作りグループ」に分かれ、それぞれの体験を楽しんだ。 

   本イベントは、クラウドファンディングによる全国から寄附（総額 115 万円、寄附者 81 人）を新

たな財源にして、内容を充実させることができた。今回は、定員 20人のところ、80 人を超える申し

込みがあり、今後もイベントを継続的に行っていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「竹チップ製作」＆「カブトムシ生育」】 

 附属高等学校の生徒が隣接する竹林の竹を伐採して竹チップにするとともに、自然観察実習園まで

つながる遊歩道を整備している。 

  クラウドファンディングによる寄附（総額 119 万円、寄附者 82 人）を新たな財源として、「竹チップ

で子どもたちにカブトムシに触れる体験を」のテーマにして、キャンパス内で体験イベントを開催し、

親子とボランティア学生、合計 20人が参加した。 

  また、刈谷市内にある 10の幼稚園・保育園にキャンパス内で採集したカブトムシの幼虫をプランタ

ーに入れて送った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
馬の頬をなでる家族 プラ板作り 

  

職員から破砕機の説明を受ける生徒たち 園児たちにお話しする野田学長 
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３．業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

（１）リスク管理の状況 

   本学では、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の回避、軽減及び移転等のリス

ク対応を図り、学長は、危機管理に関する規程で危機管理を総括する責任者として全学の危機管理体

制の充実に努めている。具体には、個別具体的な危機の未然防止及びその発生を想定した緊急時の対

処方策等を示した「危機管理マニュアル」を整備しており、対応状況等の整理・再点検に基づき、継

続的に必要な見直しを行っている。 

 
（２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

   本学の業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況は以下のとおりである。 

  ① 新型ウイルス発生に関するリスク 

令和元年度末から新型コロナウイルス感染症が流行し、本学でも学生・教職員が感染し、安全と

健康が脅かされるというリスクに対し、以下のとおり対策を講じた。 

   （情報の収集・周知） 

文部科学省等から示される情報等を踏まえつつ、学内広報、掲示板の活用などを通じ、発生状

況や予防のために必要な留意事項及び本学電の対応に関する情報を速やかに学生・教職員に周知

した。 

また、学生・教職員の感染状況を把握し、状況に応じて学長、役員等と協議の上、全学的な対

応を行った。 

（基本的な感染症対策の徹底） 

検温器、手指消毒剤、パーテーションを必要な場所に設置するとともに、手が触れる場所を中

心に消毒作業を行うなど、感染防止対策を行った。また体調に不安がある教職員へは抗原検査キ

ットを配付し、検査を行う体制を整えた。 

  ② 個人情報の漏えい・流失に関するリスク 

教育機関における個人情報漏洩事故は社会的影響が大きく、大学においても「安全・安心な教育・

研究環境の確保」が求められている。各種要因により個人情報が漏えい・流失し、悪用されるとい

うリスクに対し、以下のとおり対策を講じている。 

   （個人情報保護セミナーの実施） 

教職員の個人情報保護に関する意識の維持・向上をはかるため、学内で個人情報保護に関するセ

ミナーを毎年度実施しており、令和４年度も実施した。 

   （個人情報保護自己点検の実施） 

教職員が個人情報保護の重要性を理解するとともに、個人情報の適切な取扱いを確認してもらう

ため、個人情報保護に関する自己点検を毎年度実施しており、令和４年度も実施した。 

  ③ 大規模災害発生に関するリスク 

    大地震等の大規模災害が発生し、業務量が急激に増加し極めて膨大なものとなるとともに、対応

資源が減少、制約されるというリスクに対し、以下のとおり対策を講じている。 

（愛知教育大学大規模災害事業継続計画[ＢＣＰ]の策定） 

重要な事業を中断させず、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させるため、平成 28 年度

に事業継続計画（ＢＣＰ）を策定した。これにより業務の優先度による絞り込みを行い、非常時優

先業務を適切かつ迅速に実施することを可能とした。毎年度人事異動に伴う非常参集体制の変更を

中心に、現状の業務に照らし合わせた内容の更新を行っており、令和４年度も更新を行った。 
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４．社会及び環境への配慮等の状況 

本学は、社会及び環境への配慮の方針として、「国立大学法人愛知教育大学環境方針」を定めており、

『グリーンキャンパス』の実現に向けて取り組み、SDGs の理念の浸透を目指している。また、毎年環

境報告書を作成し、自らの事業活動によって生じる環境負荷や環境に対する考え方、取り組み等を定期

的に公表することとしている。 

（１）環境理念 

国立大学法人愛知教育大学は、日々の教育研究活動をはじめとする本学の諸活動を通して、地球環

境への配慮や省エネルギーの努力を続け、環境保全や持続可能な社会の構築への貢献などの社会的役

割を果たす。 

また、教育の総合大学として、高い学識と教養を身に付け、環境問題に理解があり、環境の保全に

貢献し未来を拓く主体性のある子どもたちの教育を支え、持続可能な社会の実現に貢献できる専門職

の育成に努める。 

（２）環境方針 

本法人の基本理念に基づき、全ての構成員が協力し、以下の活動を積極的に推進する。 

① 環境に対する豊かな感性や見識を持った専門職を育成し、持続可能な社会の実現につながる環

境教育と研究の推進に取り組む。 

② 環境関連法令等を遵守し、環境への負荷を正確に把握するとともに、省エネルギー、省資源、

廃棄物の削減、資源の再利用等に係る目標を設定し、その実現に努める。 

③ 環境保全活動などの情報の公開を行い、地域社会と連携を図りながら、地域環境や地球環境の

保全、改善に貢献する。 

※詳細情報については、以下の Web サイトを参照 

 〇環境方針 

https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/outline/environmental_policy.html  
 
 
 

 
 
  〇SDGs の取組 

https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/action/sdgs.html 
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５．内部統制の運用に関する情報 

本学では、業務方法書に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備・運用するため、内部統制

規程を定めている。内部統制規程において、法人における業務の有効性及び効率性の向上、法令等の遵

守の促進、資産の保全並びに財務報告等の信頼性を確保の４つの目的を掲げ、以下の図に示す体制で、

内部統制体制を整備している。 
 

当事業年度における運用状況は以下のとおりである。 

（内部統制の推進に関する事項） 

内部統制の整備及び運用に関する定期的な状況報告に基づき、必要な改善策を検討する目的として、

内部統制委員会を設置し、役員会をもって充てている。当事業年度においては、内部統制委員会を１回

開催し、事務局の各部課が所掌する業務方法書記載事項への対応状況の点検結果を報告し、懸案事項や

課題がなかったことについての共有を図った。 
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６．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細                      （単位：百万円） 

交付年度 期首残高 
交付金当 

期交付額 

当期振替額 

期末残高 運営費 

交付金 

収益 

資本 

剰余金 

小計 

令和 4年度 － 4,796 4,722 － 4,722 73 

 

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 

①令和４年度交付分                            （単位：百万円） 

区分 金額 内  訳 

業務達成基準

による振替 

運営費交付金

収益 

139 ①業務達成基準を採用した事業等：教員の養成・研修の一体

的改革推進事業、一人一台端末の学習環境に対応した教室用

机の整備、障害学生支援、カーボンニュートラル・グリーン

社会実現に資する照明設備の整備、障害学生支援に関するバ

リアフリー設備の整備 

②当該業務に関する損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：88 百万円 

  (教育経費：50.4 百万円、研究経費：0.02 百万円、 

  教育研究支援経費：0.5 百万円、一般管理費：9百万円、 

人件費：28 百万円) 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：－ 

ｳ)固定資産の取得額：51 百万円 

（建物附属設備 43 百万円、構築物 6百万円、工具器具備

品：1百万円） 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

 上記事業については、本学の運営費交付金の収益化基準

（業務達成基準の取扱い）に基づき、当該年度の計画に対し

成果をあげたと認められる部分について運営費交付金債務を

収益化した。 

資本剰余金 － 

計 139 

期間進行基準 

による振替額 

運営費交付金

収益 

4,129 ①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進

行基準を採用した業務以外の全ての業務 

②当該業務に関する損益等 
ｱ)損益計算書に計上した費用の額：4,129 百万円 

（人件費：4,129） 
ｲ)自己収入に係る収益計上額：－ 
ｳ)固定資産の取得額：－ 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 
学生収容定員に対し在籍者数が一定率を下回った相当額

（11 百万円）及び入学者が定員超過率を上回った相当額（2

百万）を除き、期間進行業務に係る運営費交付金債務を全額

収益化。 

資本剰余金 － 

計 4,129 
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費用進行基準

による振替額 

運営費交付金

収益 

453 ①費用進行基準を採用した事業等：移転費、建物新営設備

費、退職手当、光熱水量の補填 

②当該業務に係る損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：453 百万円 

  (教育経費：35 百万円、研究経費：22 百万円、 

  研究支援経費：3百万円、一般管理費：7百万円、 

人件費：384 百万円） 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：－ 

 ｳ)固定資産の取得額：－ 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した費用相当額に基づいて運営費交付

金債務を収益化。 

資本剰余金 － 

計 453 

国立大学法人

会計基準第 72

第３項による

振替額 

 － 

該当なし 

合計  4,722  

 

（３）運営費交付金債務残高の明細                       （単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

令和 4年度 業務達成基準

を採用した業

務に係る分 

60 ・教育研究環境の整備（財務会計システム更新事業） 
本業務は、現行システムの更新ともに機能性、操作性の向上や

業務効率化を図る事業である。現時点において、令和６年３月

末を納入期限とし、現システムからの移行作業を含め、令和６

年４月からの稼働を予定している。 
相当額 60 百万円 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 

13 ・学生収容定員に対し在籍者数が一定率を下回った相当額とし

て繰越したもの。当該債務は、中期目標期間終了時に国庫納付

する予定である。 

相当額 11 百万円 

・入学者が定員超過率を上回った相当額として繰越したもの。

当該債務は、中期目標期間終了時に国庫納付する予定である。 

相当額 2 百万円 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 

－ 該当なし 

 

計 73  
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７．翌事業年度に係る予算                   （単位：百万円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 金額 
収入 8,413 
 運営費交付金 
 施設整備費補助金 
 補助金等収入 
 自己収入 
  授業料、入学金及び検定料収入 
  雑収入 
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 
前中期目標期間繰越積立金取崩 

4,611 
632 
565 

2,393 
2,309 

84 
117 
95 

支出 8,413 
業務費 
 教育研究経費 
施設整備費 

 補助金等 
 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 
 長期借入金償還金 

7,220 
7,220 

632 
434 
117 
10 

収入－支出 － 
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Ⅴ 参考情報 

１．財務諸表の科目の説明 

① 貸借対照表 

 
② 損益計算書 

有形固定資産 土地、建物、構築物、図書、工具器具備品、車両運搬具等、国立大学法人等が長期にわた

って使用する有形の固定資産。 

減損損失累計額 減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画に比して著しく低下し、回

復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産の価額を回収可能サービス価額ま

で減少させる会計処理）により資産の価額を減少させた累計額。 

減価償却累計額等 減価償却累計額及び減損損失累計額。 

その他の有形固定資産 美術品・収蔵品、建設仮勘定等が該当。 

その他の固定資産 無形固定資産（ソフトウェア等）、有価証券、投資その他の資産（長期性預金等）が該当。 

現金及び預金 現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預金及び一年以内に満期

又は償還日が訪れる定期預金等） の合計額。 

その他の流動資産 未収学生納付金収入、たな卸資産等が該当。 

その他の固定負債 事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、長期リース債務等が該

当。 

引当金 将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの。退職給付引

当金等が該当。 

運営費交付金債務 国から交付された運営費交付金の未使用相当額。 

政府出資金 国からの出資相当額。 

資本剰余金 国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当額。 

利益剰余金 国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

繰越欠損金 国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。 

業務費 国立大学法人等の業務に要した経費。 

教育経費 国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

研究経費 国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。 

教育研究支援経費 附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法人全体の教育及び研究

の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学生及び教員の双方が利

用するものの運営に要する経費。 

人件費 国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。 

一般管理費 国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。 

財務費用 支払利息等 

運営費交付金収益 運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。 

学生納付金収益 授業料収益、入学料収益、検定料収益の合計額。 

その他の収益 受託研究等収益、寄附金収益、補助金等収益等。 

臨時損益 固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。 

目的積立金取崩額 目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利益）のうち、特に教育研究の

質の向上に充てることを承認された額のことであるが、それから取り崩しを行った額。 
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③ キャッシュ・フロー計算書 

 
２．その他公表資料等との関係の説明 

  事業報告書に関連する報告書等として、以下の資料を作成している。 
 

大学案内については、受験生向けの大学情報を掲載して    
いる。当資料は、本学の以下の Web サイトに掲載して 
いる。 

〇大学案内 2023 

https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/public/guide.html 
 
 
 
 
 
 

 
大学概要については、沿革、組織、学生数、進路状況           

等の情報を掲載している。当資料は、本学の以下の  
Web サイトに掲載している。 

〇大学概要 2022-2023 
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/public/outline.html 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

業務活動による 

キャッシュ・フロー 

原材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出及び運営費交付金収入等の、国

立大学法人等の通常の業務の実施に係る資金の収支状況。 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出等の将来に向けた運営基盤の確立の

ために行われる投資活動に係る資金の収支状況。 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、

資金の調達及び返済等に係る資金の収支状況。 

資金に係る換算差額 外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。 
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 文中で紹介したもの以外の事業報告書に関連する報告書等として、以下の Web サイトに資料を掲載

している。 

（Web サイト） 

〇大学 Web サイト 
https://www.aichi-edu.ac.jp/index.html 

〇大学院教育学研究科 Web サイト 
https://www.aichi-edu.ac.jp/graduate/kyoushoku/ 

〇愛知教育大学大学院・静岡大学大学院 教育学研究科 共同教科開発学専攻 
https://subdev.ed.shizuoka.ac.jp/ 

〇教科横断・探究コース 
https://www.6ikkan.aichi-edu.ac.jp/ 

〇教育研究創成センター 
https://sousei.aichi-edu.ac.jp/ 

〇教育臨床総合センター 
http://www.rinsho-center.aichi-edu.ac.jp/index.html 

〇国際交流センター 
https://www.aichi-edu.ac.jp/cie/ 

〇科学・ものづくり教育推進センター 
http://www.step.aichi-edu.ac.jp/ 

〇健康支援センター 
https://www.aichi-edu.ac.jp/kenkou/ 

〇ICT 教育基盤センター 
https://www2.auecc.aichi-edu.ac.jp/ 

〇教職キャリアセンター 
https://www.aichi-edu.ac.jp/auecareer/ 

〇外国人児童生徒支援 リソースルーム 
https://resource-room.nihongo.aichi-edu.ac.jp/ 

〇附属図書館 
https://www.auelib.aichi-edu.ac.jp/ 

〇愛知教育大学出版会 
https://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/ 

〇愛知教育大学研究者総覧 
https://souran.aichi-edu.ac.jp/ 
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（パンフレット、チラシ） 

〇大学概要 
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/gaiyou2022-23_all_220729.pdf#view=Fit 

〇大学案内 
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/archive/guide2023/#page=1 

〇大学院案内 
https://www.aichi-edu.ac.jp/exam/files/daigakuin_annai_220609.pdf 

〇一般広報誌「あえる AUE Letter」 
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/public/pamphlet.html 

〇公開講座 
https://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/files/01_2022_2kokaikoza_panf_ippan_220629.pdf 
https://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/files/02_2022kokaikoza_panf_teacher_220325.pdf 

〇地域連携センター広報誌 ちいきの大学 
https://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/files/chiikinodaigaku_19_220607.pdf 

〇学校・地域支援データベース vol.3 
https://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/files/datebase_20211216.pdf 

〇愛知教育大学未来基金 
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/miraikikin_220714.pdf 

 

（事例集、報告書） 

〇「チーム学校」を理解するために 
https://tc.aichi-edu.ac.jp/wp-content/uploads/teamgakkou_boolet1.pdf 

〇SCOPEⅢ No.12 
https://tc.aichi-edu.ac.jp/wp-content/uploads/SCOPE3_12.pdf 

〇大学・附属学校共同研究会報告書 
https://tc.aichi-edu.ac.jp/database/kyoudoukenkyu/ 

〇FD 活動報告書 
https://sousei.aichi-edu.ac.jp/publication/fdreport/ 

〇ファクトブック 
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/auefactbook2022.pdf 


